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埼玉県社会福祉事業団サービス自己評価実施要領  

 

 （趣 旨） 

第１条 埼玉県社会福祉事業団が経営する施設において、安心・安全

な施設運営とサービスの質の向上に向けた継続的改善に取り組むた

め、国際規格であるＩＳＯ９００１の要求事項と埼玉県福祉サービ

ス第三者評価基準を統合した独自の評価基準に基づきサービス自己

評価を実施する。なお、このサービス自己評価の考え方、評価基準

及び評価体制の概要については別紙１のとおりとする。 

 （サービス評価体制）  

第２条  施設におけるサービスの自己評価及び評価結果に基づく改善  

を円滑に行うため、施設長はサービス改善推進担当者を任命する。  

２ サービス改善推進担当者は、以下の職務を行うものとする。  

（１） 評価全体に関わる総合調整及び推進に関すること。 

（２） 評価に関わる進行に関すること。 

（３） 評価の結果に基づく、サービス向上に向けた改善に関わる総

合調整及び推進に関すること。 

（４） サービス評価等に係る事務に関すること。 

 （実施） 

第３条 サービス自己評価は、本部事務局長が指定する自己評価基準

により実施する。又、実施にあたっては、別途定めた日程で行う。  

 （自己評価） 

第４条 サービス自己評価は、原則として以下により実施する。 

（１） 実施施設及び事業 

ア 児童養護施設・乳児院  

イ 障害児者（入所・通所）施設  

ウ 障害者医科・歯科部門  

エ 利用施設（障害者交流センター・保育所）  

オ 居宅支援事業（デイサービス・短期入所・グループホーム） 

（２） 実施方法 

実施施設の長は、自らの施設の評価を決定する。  

なお、評価は、所属職員の評価及び意見を十分に聴取して行うも

のとする。 

 （利用者等からの意見聴取） 

第５条  評価にあたっては、必要に応じて利用者及びボランティア等  

 から意見聴取に努め、その意見を評価及び提供するサービスの改善

に反映するものとする。  
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 （評価結果の報告）  

第６条  施設長は、本部事務局長に報告する。 

 （改善計画） 

第７条  施設長は、施設の評価結果に基づき、サービス改善計画を策 

 定し、本部事務局長あて報告する。 

 （評価結果の改善）  

第８条  施設長は、サービス改善計画に基づく改善を、職員等の意見 

を十分に取り入れ実施するものとする。 

２ 改善計画に基づく改善の結果については、年１回本部事務局長に

報告する。 

３ 施設長は、サービス自己評価を活用して改善の効果確認を行うも

のとする。 

 （効果の確認） 

第９条  評価結果の確認及び改善の効果確認は、年１回巡回指導等に 

おいて行い、その結果は本部事務局長に報告する。  

（評価結果の公表）  

第１０条 施設長は、評価結果及び改善結果を職員に周知するととも 

に、利用者及び家族等に公表する。  

（本部事務局の役割）  

第１１条 本部事務局は、評価によって得られた各施設の課題等の改  

善における条件整備に努めるものとする。  

（その他） 

第１２条 この要領に定めのない事項は、本部事務局長が定める。  

 

附 則 

 この要領は、平成１５年４月１日から施行する。  

附 則 

 この要領は、平成１７年１０月１日から施行する。  

附 則 

 この要領は、平成１８年１月１日から施行する。  

  附 則 

 この要領は、平成２０年２月１日から施行する。  

  附 則 

 この要領は、平成２９年９月１日から執行する。 
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